
【豊中市立市民ギャラリー】 

 

豊中市市民ホール等指定管理者 

運営統括責任者 

私は豊中市立市民ギャラリーを使用するにあたり、以下の各事項を新型コロナウイルス感染予防策として 

遵守いたします。 

１． 主催者は適切なマスク（不織布マスク推奨）を正しく着用し、来場者にも要請します。 □ 

２． 搬入出・設営は可能な限り少人数で行い、密にならぬよう適切な距離を確保しながら行います。 □ 

３． 来場者が密にならないレイアウトを計画します。 □ 

４． 主催者は平熱と比べて高い発熱がある場合、その他体調不良の場合は参加を自粛します。 □ 

５． 来場者の検温を行い、平熱と比べて高い発熱がある方、その他体調不良の方の入場を制限します。 □ 

６． 搬出入・設営・撤収時はこまめに手洗い、手指消毒を行い、道具の共有などには注意します。 □ 

７． 受付当番を配置し、来場者の手指消毒を励行します。 □ 

８． 対面販売（当日券や物品販売）で受付を配置した場合、アクリル板の設置など、飛沫対策をします。 □ 

９． 参加料等の徴収時は、トレーで受け渡しをします。 □ 

10． チケットのもぎり、招待状の回収などは、受付当番が適宜手指消毒をして行います。 □ 

１1． 受付当番は展示室内で来場者が「密」にならないよう、注意喚起します。 □ 

12． 展示室内における近距離での長時間の会話は自粛し、来場者にも制限します。 □ 

13． 混雑する場合は入場を制限し、来場者を適切に案内します。 □ 

14． 
パンフレット・チラシは設置し、来場者自らが取得するか、手渡しの場合は受付当番が適宜手指消毒

をして行います。 
□ 

15． 飲食を伴う催事や打ち上げは行いません。 □ 

16． 集合写真やイベントとしての撮影会は、十分な感染予防をとったうえで速やかに行います。 □ 

17． 感染が疑われる方が発生した場合は、速やかに当館、保健所及び医療機関に連絡します。 □ 

18． 
今後の感染状況によっては施設の使用が大幅に制限されることがありますが、この他豊中市市民

ホール等指定管理者が必要とする事項について遵守し、指示に従います。 
□ 

年      月      日 

使用期間 ：        年     月     日 から 

年     月     日 まで 
使用展示室 ： 

使用者名/団体名 

申込代表者 ： 使用責任者 ： 

 

2022年 9月 29日現在 


